
空き家等相談会の開催について 

 

 

日の出町では、町内の空き家等でお悩みの方の様々な相談に対応するため、東

京都宅地建物取引業協会と共催で、「空き家等相談会」を下記のとおり、年４回

開催します。 

 

記 

 

日 程  第 1回 令和 6年 6月 21日(金) 庁議室 

第 2回 令和 6年 9月 20日(金) 町民談話室 

第 3回 令和 6年１2月 20日(金) 町民談話室 

第 4回 令和 7年 3月 21日(金) 庁議室 

時 間  午後１時～５時 

場 所  役場１階町民談話室及び庁議室 

対 象  町内に空き家等を所有している方及び関係人 

定 員  各組４組（一組 45分間） 

締 切  相談日の 3日前 

費 用  無料 

相談員  東京都宅地建物取引業協会所属の相談員 

応募方法 申込書に必要事項を記載し、窓口、FAX042(597)４３６９、メールの 

いずれかで申込み（応募多数の場合は、抽選により決定） 

メールアドレス  machi@town.hinode.tokyo.jp 

※申込書はホームページまたは窓口にあります。また、相談事項に

おける個人情報については、個人情報保護法等に基づき、厳正に対

応します。 

ホームページ https://www.town.hinode.tokyo.jp/ 

応募期限 各日程の３日前まで 

※３日前までに申し込みがない場合には中止となります。 

 

 

問 日の出町 

まちづくり課 都市計画係  

                       042（588）5114  


